
令和６年　５月　１５日

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

５年度 288 259 305 379 480 410 370 373 364 365 453 402 4,448

４年度 153 171 301 225 239 210 305 269 299 225 312 330 3,039

増　減 135 88 4 154 241 200 65 104 65 140 141 72 1,409

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

５年度

４年度

増　減

施設所管課名

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

利用者数 (人)

「国民の祝日に関する法律」に定める休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）、鳥取県立生涯
学習センターの休館日

休館日

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和5年度業務)

所在地

連絡先

指定期間（公社）鳥取県人権文化センター

県立人権ひろば２１

0857-26-7121人権・同和対策課

鳥取市扇町２１施　設　名

委託業務の内容

　　正職員（常勤職員）：　３人、非常勤職員：　３人、臨時職員：　０人　〔計　６人〕

午前９時から午後５時

・施設設備の維持管理に関する業務
・利用者への措置命令等に関する業務
・その他施設の管理運営に必要な業務
・人権ライブラリーの運営に関する業務
・交流スペースの利活用に関する業務

設置目的

開館時間

設置年月日

施設内容
ライブラリー等：203.35㎡
階段等：49.36㎡

県民が生涯を通じて主体的に人権について学習し、人権尊重の理念に対する理解を深めるための機会を
提供し、もって人権意識の向上に資する。

指定管理者名

 平成１４年　４月　１日

利用料金 なし

利用料金収入
　　　 (千円)

管理体制
【体制図等】
　 館長(正職員１)─次長(正職員１)─係長(正職員１)─ライブラリ―相談員(非常勤職員３)



５ 収支の状況

事業外収入

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

7時間45分/日

※平均月額を記入9,570円/日

最低賃金との比較

支払い遅延等の有無

安全管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし

無無

501人～1,000人（３人選任）
201人～500人（２人選任）

備考
正職員

※労働基準監督署長へ
の届出が必要な協定の
有無

2,001人～3,000人（５人選任）
3,001人以上（６人選任）

357,600～236,100円/月

選任の要否：否　　　選任状況：選任なし

適

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸
売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建
具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、自動車整
備業及び機械修理業

状況

労働条件の書面による提示

労使協定の締結状況

確認項目

雇用契約
・

労使協定 就業規則の作成状況

（公社）鳥取県人権文
化センター非常勤職員
就業規程・任用条件通

知書

36協定 無

自己申告

一般健康診断の実施

業種

選任の要否：否　　　選任状況：選任なし

選任の要否：否　　　選任状況：選任なし

支出
4,263,560

1,436,848

収 　支 　差 　額 360,838

50人以上

50人以上

50人～200人（１人選任）

安全管理者

非常勤職員①

なし

全ての業種

※適否を記入

※規模の要件あり

年1回実施 1名年1回実施/2名無

計

委託料

 人  件  費 4,084,488

1,820,115 管理運営費

事業収入

小　計

383,267

217,221

9,784,896

0

11,108,000

11,108,000

11,108,000

4,446,266

0

0

0

0

４年度 増　　減

0

0

0

0

0

５年度

0

0

0

11,108,000

11,108,000

11,108,000

衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種

衛生管理者

全ての業種

有

産業医
種別

自己申告

4,480,781

産業医の選任

※有無を記入

※幅がある場合は上
限、下限を記入

361,778

 事　業　費

区　　　　　分

0

小　計収入

0

10,747,162 962,266

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任

計

1,323,104

労働時間

休暇、休日の状況

所定労働時間

10人以上50人未満
安全管理者と同じ

安全衛生

※業種・規模の要件あり

安全衛生推進者

時間管理の手法

給与

給与金額

休暇：20～40日
休日：毎週土日、国
民の祝日、年末年始

規模（常時使用する労働者数）

※規模の要件あり

衛生管理者の選任

※書面の名称を記入

有
※常時１０人以上の労働
者を起床する場合は作
成、届出が必要

※幅がある場合は上
限、下限を記入

※タイムカード、ICカー
ド、自己申告、使用者の
現認などの別を記入

※業種・規模の要件あり

適

7時間45分/日
週1～4日勤務

休暇：年9日～30日

1,001人～2,000人（４人選任）

10人以上50人未満



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

啓発活動

広報活動

図書貸出

・利用者に対するアンケートの実施（利用者へ記入依頼の声かけ、アンケートボックス、アンケート用
紙を設置）
・人権ライブラリーでの図書・ＤＶＤ購入リクエストの実施
・ＤＶＤ貸出利用アンケートの実施（貸出ケースにアンケートを同封）
・ホームページにおいて意見を募集

・県の広報誌に掲載して、もっとふらっと
を周知してはどうか。
・閉館が17時のため平日に来館できない。
（週末に開館しているのでよいが。）
・秋口交流スペースが寒い。

・障がいのある方の利用の際、駐車場が遠
い、ハートフルに停められない時もある。
トイレが遠い。

区　分

対　応　状　況利用者からの苦情・要望

交流スペースにおける小イベントを、協定で定められた回数（10回）以上実施
（パネル展示等（16回）、ミニ学習会（３回）、自主イベント（４回、参加日自由23日間開催）

・ホームページによる情報提供
　【年間更新回数】53回
　（新着図書・ＤＶＤ、おすすめ資料案内、ふらっと交流スペース展示、イベント案内等）
・公式LINEによる情報提供
　【年間更新回数】41回
　（新着図書・ＤＶＤ、ふらっと交流スペース展示、イベント案内等）
・その他情報提供
　○Facebook（毎月の展示、イベント）メルマガ（毎月の展示、新着図書・ＤＶＤの紹介）
　○日本海新聞（毎月展示の情報提供。９月の展示新聞に掲載）
　○webラズダ（毎月展示の情報提供し掲載）
　○新入荷図書・ＤＶＤ情報を入居施設（県民ふれあい会館）１階ロビー、２階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙで提供。
・人権情報誌「ふらっと」による情報提供、利用案内（年２回）
・ふらっと紹介タペストリー型パネル（２枚）バナースタンド（１枚）を作成し、県内図書館、高等学
校で展示を行った。（６団体）
・人権学習用ＤＶＤチラシ（企業向け）を作成し、県内の商工会や商工会議所会員へ配布を行った。
・ふらっとPRグッズ「ポケット付きティッシュ」を作成し、県内関係団体等に配布。
・市町村人権教育・啓発行政担当者会でリーフレット、所蔵DVD一覧を配布。
・県内児童館対象セレクトパック（団体貸出）案内チラシ、貸出書籍一覧表、申込書を作成し、中部
（１館）西部（２館）に利用説明のため訪問。
・県内学校（小・中・義務・高・特別支援学校）向け映像資料紹介チラシを作成し、メールで一斉送
信。
・自主イベントチラシの作成・頒布。
・県立生涯学習センター展示コーナーでの施設紹介。
・ふらっと紹介及び自主イベント紹介ため訪問。（鳥取大学/鳥取環境大学/鳥取短期大学/東部私立高等
学校［ボランティア部］）

・他の図書館(県、市町村立図書館）での資料検索サービス（インターネット）の実施
・人権ライブラリーにおける図書等の貸出しの往復送料負担
・公式LINEで開館時間外の図書貸出についての問い合わせ受付
・県内児童館へのセレクトパックサービスの提供（７館）、その他団体のセレクトパックサービスの提
供（８団体）

取　　組　　み　　内　　容

・県の広報誌への掲載も含め、フラットを周知していく方法について検討し
ていく。

・土日の利用、宅配の利用で対応いただく。

・対応が難しい。
　＊入居施設の規定による室温調整となる。
・ハートフル駐車場の確保は難しいため、連絡いただければ車まで車椅子を
準備して介助に向かっている。トイレも不自由をおかけするが、会館の多目
的トイレを利用していただく。（同階）

・窓口の対応が丁寧でよい。
・資料相談にも丁寧に対応していただけた。
・突然の申出にも柔軟に対応していただき助かる。
・丁寧に対応していただいたおかげで人権学習を進めることが出来た。
・貸出映像資料について高評価をいただいた。（貸出アンケートより）
　（内容がよい。最新の作品をいち早く視聴し研修が出来た。次年度の研修に向け事前研修が出来大変参考になった。
等）
・人権関係のコミックの揃えがよく参考になる。
・最新の情報を得ることが出来る。
・交流スペースが過ごしやすい。
・気軽に利用できる。（毎日、毎週来館される方が増えた。土日の利用が増えた。）

利用者意見
の把握方法

　利用者からの積極的な評価



９ 指定管理者による自己点検

〔現在、苦慮している事項〕
○施設の環境整備
・冬期暖房期間外の室温調整。入居施設の規定で他の暖房器具の使用が出来ないため利用者より寒いと苦情が出る。

〔今後、改善・工夫したい事項〕
○施設の利用促進
・PRグッズを作成し、配布することで新規利用者を増やしたい。
・県内図書館でふらっと紹介展示をおこない、県立人権ひろば２１の周知を行うとともに人権問題に関心を持っていただ
く。
・毎月開催している「交流スペース展示」に新たな団体、学校に展示依頼を行う。
・ホームページ、SNSを利用して施設のイベント情報等を提供し、利用者の拡大に努める。
・広く人権と関わりのあるNPO、団体等に呼びかけ、学習会等の利用促進に努める。
・既存の利用者以外の高齢者、障がいのある方、県立生涯学習センター利用者など、多くの人に利用していただけるよう
積極的な取組を行いたい。
・人権に係わる研修会に積極的に参加し、職員のスキルアップに努めたい。
・鳥取県中西部の方に積極的に利用していただくための取組をしていきたい。
・センター専任研究員との情報交換を積極的に行い、利用者によりたくさんの情報を提供できるよう取り組む。
・県内児童館にライブラリー相談員推奨の書籍をセットにし、団体貸出を行っていきたい。
・利用の多い研修用ＤＶＤの貸出、パネルの貸出の際、合わせて関連図書を紹介し貸出をしていきたい。
・自主イベントの開催方法を工夫し、より多くの方が参加できるようにしたい。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

〔積極的に取り組んだ事項〕
○施設の利用促進
・ふれあい会館利用者にふらっとを利用しやすいよう会館入口、ロビーや廊下に利用可能サービスのピクトグラム、イベ
ントの情報、新巻新ＤＶＤの情報等の掲示をしたところ、利用者が増えた。
・ふれあい会館入口からふらっと入口までに経路案内を掲示した。
・２階エレベーターホールの掲示板を情報発信に活用した。
・表紙見せ掲示板を設置し、お薦め図書を展示することで貸出が増えた。
・展示の配置や明るさなど交流スペースの環境整備に努めたことで、利用団体が年間とおして定例会を開催した。
・ライブラリー利用促進を話し合うスタッフ会議を開催し、交流スペースにおける小イベント等の企画内容等の充実を
図った。（年２回）
・イベントの宣伝を県立人権ひろば２１ホームページ、公式LINE等、指定管理者ホームページ、メルマガ、Facebookで配
信し、来館を広く呼びかけた。
・ホームページを施設の広報など有効活用にすることができた。
・小/中/義/高/特別支援学校に「映像資料紹介チラシ」を作成し、配布することで問い合わせが増えた。
・企業向け人権学習用ＤＶＤチラシを作成し、県内企業に配布したことで企業のＤＶＤ貸出が増えた。
・市町村人権教育・啓発行政担当者「貸出用人権啓発DVD一覧表」を配布したことで貸出が増えた。
・県内児童館向けにセレクトパック（書籍をライブラリー相談員が選んだセット）を３セット作り、中西部の児童館（３
館）を訪問し利用を推進した。結果２団体が利用を希望された。
・ふらっと紹介、自主イベントの紹介の為に県内大学、高等学校を訪問したところ、イベントへの参加に繋がった。



10 施設所管課による業務点検

4

点　　　検　　　結　　　果

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

　○利用の許可

4

　○利用者意見の把握・対応

　○利用者へのサービス提供・向上策
　○施設の利用促進

　○利用指導・操作

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

　○利用受付・案内

評　価

〇利用者の要望を把握するため、以下の方法で利用者意見
を把握し、早急な回答・対応に努めている。
・来館者に対するアンケートの実施
・映像資料の貸出ケースにアンケートを同封
・ホームページにおいて意見を募集

〔利用者サービス〕

○開館日、開館時間の設定は適切である。

○施設設備の保守管理は適切に実施されている。
○保安警備、清掃、廃棄物の移送・処理等については県立生
涯学習センターが一括して契約を行っている。
○事故防止、緊急時の対応について内部で規定を設けてい
る。
〇火気点検、戸締点検を毎日実施し、避難設備等については
毎週点検を実施し、県立生涯学習センターへ提出している。

該当なし

3

　○個人情報保護、情報公開
〇個人情報保護、情報公開については、（公社）鳥取県人権
文化センターの規程を準用し、適切に対応している。

　○附属設備・備品の貸出し

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

項　　　　　　　目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〇スタッフ会議を実施し、情報共有や施設利用促進に向けた
取組等の協議をしている。
〇小・中・義務・高等学校に「映像資料紹介チラシ」を作成し、
配布することで問い合わせへとつなげた。
〇イベントの宣伝や新着図書の紹介などを、県立人権ひろば
２１ホームページ、指定管理者ホームページ、メルマガ、
Facebook、LINEで配信し、来館を広く呼びかけている。
〇市町村人権教育・啓発行政担当者にリーフレット、所蔵DVD
一覧を配布し、施設の利用促進に努めている。
〇施設入口周辺の美化に努め、来館者が入館しやすい環境
づくりに努めた。
○県立生涯学習センター入口やロビーに、案内表示や新刊な
どの情報を掲示することで利用者の増加につなげた。
○県内大学や高等学校訪問によりPRすることで、施設利用の
促進を行っている。
〇協定書の内容どおりに実施されており、来館者数も前年に
比べ、大幅に増加した。

　○開館時間、休館日、利用料金等

○ライブラリー相談員を常時１名配置し、適切に利用受付・案
内を行っている。
○人権ライブラリーの図書等の貸出しについて、規程を設け
適切に対応している。
○人権ライブラリーの利用指導に関し、ライブラリー相談員が
適切に対応している。

○該当案件なし



　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

　○不適正事案や事故等の有無

〇チラシ等の物品調達について、障がい者就労施設への発
注が行われていた。

3
　○業務報告書(月次)における内部検査結果 〇不適正事案等はなく、適正に処理されていた。

〇業務報告（月次）において、内部検査結果が適正に報告さ
れていた。
〇帳票との照合を行い、適正に処理されていた。

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

〇障がい者就労施設への発注

　　　　　　１：協定書の内容に対し重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

　 ・その他の法令

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

総　　　　括
〇協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われ
ている。3

〇関係法令を遵守している。

3

3

3 〇協定書どおりに職員の配置がされている。

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

〔県の施策への協力〕

〔会計事務の状況〕

3

〔関係法令の遵守状況〕

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成してい

〇適切に執行されている。

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。


